
さいたま市自殺対策医療連携事業実施要綱 
 
第１章 総則 
（目的） 
第１条 この要綱は、自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第４条に基づき、自殺

未遂者、うつ病患者等を救急医療機関、一般医療機関及び行政相談機関から精神科病院

又は精神科診療所へ紹介する体制を整備することにより、自殺未遂者へ適切な精神科医

療の提供及びうつ病患者の早期発見と早期治療を図り、もって市の自殺対策に寄与する

ことを目的とする。 
 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 
⑴ 救急医療機関 市内の救急告示医療機関のうち本事業の趣旨に同意し、協力医療機

関に登録された医療機関をいう。 
⑵ 一般医療機関 市内の精神科以外の医療機関をいう。 
⑶ 精神科病院 市内の精神科病院のうち、本事業の趣旨に同意し、市と協力医療機関

委託契約を締結した精神科病院をいう。 
⑷ 精神科診療所 市内の精神科診療所のうち、本事業の趣旨に同意し、市と協力医療

機関委託契約を締結した精神科診療所をいう。 
⑸ 行政相談機関 精神保健福祉関連の相談を受けている、保健衛生局保健部こころの

健康センター、保健衛生局保健所精神保健課、区役所健康福祉部保健センター等をい

う。 
⑹ 家族等 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３３条に基づく家族等をいう。 
⑺ 休日 次に掲げる日をいう。 
ア 日曜日及び土曜日 
イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第７８号）に規定する休日 

  ウ １２月２９日から翌年の１月３日までの日 
⑻ 平日 前号に規定する休日以外の日をいう。 

 
第２章 病院連携事業 
（事業内容） 
第３条 救急医療機関で診療を受けた自殺未遂者のうち、治療及び処置が終了又は終了す

る見込みのある患者であり、精神科受診が必要と考えられる患者について、本人又は、

家族等の同意により、精神科病院の紹介を行うものとする。 
２ 精神科病院は、救急医療機関から紹介された自殺未遂者の診療及び治療を行い、必要



に応じて入院等による治療を行うものとする。 
３ 救急医療機関は、本人、家族等の意向等を総合的に判断し、本事業の対象とすること

ができる。ただし、かかりつけの精神科医療機関がある場合は、かかりつけの精神科医

療機関との調整を優先する。 
 
（事業委託） 
第４条 市は、前条の事業を精神科病院に委託して実施する。 
 
（輪番体制） 
第５条 第３条第２項の事業を実施にあたり、市は診療に十分な体制及び入院に必要な病

床を確保するために精神科病院の輪番体制を組むものとする。 
２ 前項に必要な病床は、１日あたり１床とする。 
 
（実施時間） 
第６条 事業の実施日及び時間は、平日の午前９時から午後５時までとする。ただし、診

療受付時間は各精神科病院の診療時間の範囲内で定めるものとする。 
 
第３章 診療所連携事業 
（事業内容） 
第７条 一般医療機関を受診したうつ病及びうつ状態の患者のうち、自殺念慮等があり、

早急に精神科受診が必要と考えられる患者について、本人の同意により、精神科診療所

の紹介を行うものとする。 
２ 精神科診療所は、一般医療機関から紹介された患者に対して診療を行う。 
３ 精神科診療所で診療を行った患者のうち、入院が必要と判断された場合は、本人、家

族等の同意により、精神科病院の紹介を行う。 
４ 精神科病院は、前項の規定に基づき紹介された患者の診療及び治療を行い、必要に応

じて入院による治療を行うものとする。 
 
（事業委託） 
第８条 市は、前条の事業を精神科診療所又は精神科病院に委託して実施する。 
 
（輪番体制） 
第９条 第７条第２項の事業を実施にあたり、市は診療に十分な体制を確保するために精

神科診療所の輪番体制を組むものとする。 
 
（輪番診療所調整） 



第１０条 前条における精神科診療所の輪番体制の調整については、事務局で取りまとめ

のうえ、実施月の前月２０日までに輪番表を作成し、精神科病院及び精神科診療所に周

知するものとする。 
 
（実施時間） 
第１１条 事業の実施日及び時間は、平日の午前９時から午後５時までとする。ただし、

診療受入れ時間は、各精神科診療所の診療時間の範囲内で定めるものとする。 
 
第４章 行政相談機関 
（行政相談機関からの紹介） 
第１２条 行政相談機関は、相談業務を行うにあたり、本事業の利用が適当と判断した場

合は、精神科病院及び精神科診療所へ紹介することができるものとする。 
 
第５章 さいたま市自殺対策医療連携事業事務局 
（設置場所） 
第１３条 保健衛生局保健部こころの健康センター内に、さいたま市自殺対策医療連携事

業事務局（以下「事務局」という）を置く。 
 
（業務） 
第１４条 事務局は、救急医療機関、一般医療機関、精神科病院、精神科診療所及び行政

相談機関間における対象者紹介に関する連絡調整業務を行う。 
２ 事務局は、その他、本事業に関する業務を行う。 
 
（自殺対策医療連携専用電話の設置） 
第１５条 事務局には、救急医療機関、一般医療機関、精神科病院、精神科診療所及び行

政相談機関からの相談及び連絡調整を行うための自殺対策医療連携専用電話（以下、「専

用電話」という。）を設置する。 
２ 専用電話の電話番号は、一般には非公開とし、救急医療機関、一般医療機関、精神科

病院、精神科診療所及び行政相談機関のみに周知するものとする。 
 
（開設時間） 
第１６条 事務局における相談及び連絡調整時間は、平日の午前９時から午後５時までと

する。 
 
（連携） 
第１７条 事務局は、救急医療機関、一般医療機関、精神科病院、精神科診療所及び行政



相談機関との密接な連携を図り、円滑な運営を図るよう努めるものとする。 
 
第６章 さいたま市自殺対策医療連携事業連絡調整会議 
（会議の設置） 
第１８条 さいたま市自殺対策医療連携事業の円滑な運営及び関係機関の緊密な連携を図

るため、「さいたま市自殺対策医療連携事業連絡調整会議」を設置する。 
２ 本会議の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２２年７月１日より施行する。ただし、当該要綱の事業については、

平成２２年１０月１日から実施するものとする。 
 この要綱は、平成２６年４月１日より施行する。 
 この要綱は、平成２９年４月１日より施行する。 
 この要綱は、令和５年４月１日より施行する。 


